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岐 阜 県 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 岐 阜 県 規 則 第 四 十 八 号 ・ 岐 阜 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号 ） 新 旧 対 照 表  

 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

目 次  目 次  

第 一 章 か ら 第 三 章 ま で   略  第 一 章 か ら 第 三 章 ま で   略  

                              第 三 章 の 二  免 許 状 更 新 講 習 （ 第 十 五 条 の 二 ― 第 十 五 条 の 五 ）  

第 四 章 及 び 第 五 章   略  第 四 章 及 び 第 五 章   略  

付 則  付 則  

付 表  付 表  

第 一 章  総 則  第 一 章  総 則  

第 一 条   略  第 一 条   略  

  

（ 法 令 の 略 称 ）   

第 二 条  こ の 規 則 で 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 法 令 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 の と お り 略

称 す る 。  

第 二 条  こ の 規 則 で 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 法 令 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 の と お り 略

称 す る 。  

        

        

 教 育 職 員 免 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成

十 二 年 法 律 第 二 十 九 号 ）  

十 二 年 改 正 法  
  教 育 職 員 免 許 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成

十 二 年 法 律 第 二 十 九 号 ）  

十 二 年 改 正 法  
 

  
 

  教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 ）  

十 九 年 改 正 法  
 

        

        

 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

（ 平 成 十 二 年 文 部 省 令 第 四 十 七 号 ）  

十 二 年 改 正 施 行 規 則  
  教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

（ 平 成 十 二 年 文 部 省 令 第 四 十 七 号 ）  

十 二 年 改 正 施 行 規 則  
 

  
 

  教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

（ 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 令 第 九 号 ）  

二 十 年 改 正 施 行 規 則  
 

        

        

  

   第 二 章  教 育 職 員 検 定     第 二 章  教 育 職 員 検 定  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 三 条   略  第 三 条   略  

  

（ 学 力 の 検 定 ）  （ 学 力 の 検 定 ）  

第 四 条  法 第 六 条 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 学 力 の 検 定 は 、 学 力 に 関 す る 証 明

書 又 は 成 績 証 明 書 に よ つ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 法 第 五 条 第 二 項 及 び 第 五

項 の 規 定 に よ り 、 特 別 免 許 状 又 は 臨 時 免 許 状 を 授 与 す る 場 合 で 県 教 育 委 員 会 が

必 要 と 認 め た と き は 、 試 験 に よ つ て 行 う 。  

第 四 条  法 第 六 条 第 一 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 学 力 の 検 定 は 、 学 力 に 関 す る 証 明

書 又 は 成 績 証 明 書 に よ つ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 法 第 五 条 第 三 項 及 び 第 六

項 の 規 定 に よ り 、 特 別 免 許 状 又 は 臨 時 免 許 状 を 授 与 す る 場 合 で 県 教 育 委 員 会 が

必 要 と 認 め た と き は 、 試 験 に よ つ て 行 う 。  

  

第 五 条 か ら 第 八 条 ま で   略  第 五 条 か ら 第 八 条 ま で   略  

  

   第 三 章  免 許 状 授 与 等 の 申 請 手 続     第 三 章  免 許 状 授 与 等 の 申 請 手 続  

  

 （ 免 許 状 授 与 の 申 請 ）   （ 免 許 状 授 与 の 申 請 ）  

第 九 条  法 別 表 第 一 、 別 表 第 二 若 し く は 別 表 第 二 の 二 又 は 施 行 規 則 第 六 十 四 条 第

一 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 書 類         

                                     

                                     

                                     

                                     

                               を 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

第 九 条  法 別 表 第 一 、 別 表 第 二 若 し く は 別 表 第 二 の 二 又 は 施 行 規 則 第 六 十 四 条 第

一 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 （ 十 九 年

改 正 法 附 則 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 旧 免 許 状 所 持 者 （ 以 下 「 旧 免 許 状 所 持 者 」

と い う 。 ） 及 び 法 別 表 第 一 、 別 表 第 二 又 は 別 表 第 二 の 二 に 規 定 す る 普 通 免 許 状

に 係 る 所 要 資 格 を 得 た 日 又 は 施 行 規 則 第 六 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 資 格 を 有 す

る こ と と な つ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 十 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 を

経 過 し て い な い 者 に あ つ て は 、 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

一 か ら 七 ま で   略  一 か ら 七 ま で   略  

                                     

                                     

                                   

    
八  法 第 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 免 許 状 更 新 講 習 の 課 程 の 修 了 に 関 す る 証 明 書

（ 以 下 「 免 許 状 更 新 講 習 修 了 証 明 書 」 と い う 。 ） 又 は 免 許 状 更 新 講 習 の 課 程

の 一 部 の 履 修 に 関 す る 証 明 書 （ 以 下 「 免 許 状 更 新 講 習 履 修 証 明 書 」 と い

う 。 ）  

２  法 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 状   の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次    

   に 掲 げ る 書 類                               

                                     

                                     

                                を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２  法 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 書 類 （ 旧 免 許 状 所 持 者 及 び 法 第 十 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 教 員

資 格 認 定 試 験 （ 以 下 「 教 員 資 格 認 定 試 験 」 と い う 。 ） に 合 格 し た 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て 十 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 を 経 過 し て い な い 者 に あ つ て

は 、 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 書 類 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

一  前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で      に 掲 げ る 書 類  一  前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 書 類  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  
二  法 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 教 員 資 格 認 定 試 験 の 合 格 証 明 書  二               教 員 資 格 認 定 試 験 の 合 格 証 明 書  

３  法 附 則 第 八 項 又 は 第 十 二 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、

次    に 掲 げ る 書 類                             

                 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  法 附 則 第 八 項 又 は 第 十 二 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 （ 旧 免 許 状 所 持 者 に あ つ て は 、 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号

ま で に 掲 げ る 書 類 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で      に 掲 げ る 書 類  一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 書 類  

二   略  二   略  

４  三 十 六 年 改 正 法 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、

次    に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  三 十 六 年 改 正 法 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 か ら 三 ま で   略   一 か ら 三 ま で   略  

５  十 二 年 改 正 法 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 

    に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  十 二 年 改 正 法 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 か ら 三 ま で   略   一 か ら 三 ま で   略  

６  十 二 年 改 正 法 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 

    に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

６  十 二 年 改 正 法 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 か ら 三 ま で   略   一 か ら 三 ま で   略  

  

（ 普 通 免 許 状 検 定 の 申 請 ）  （ 普 通 免 許 状 検 定 の 申 請 ）  

第 十 条  法 別 表 第 三 、 別 表 第 四 、 別 表 第 五 、 別 表 第 六 、 別 表 第 六 の 二 、 別 表 第 七

若 し く は 別 表 第 八 、 法 附 則 第 九 項 又 は 施 行 規 則 第 六 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

教 育 職 員 検 定 に よ つ て 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次    に 掲

げ る 書 類                                     

                                     

                                     

         を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 十 条  法 別 表 第 三 、 別 表 第 四 、 別 表 第 五 、 別 表 第 六 、 別 表 第 六 の 二 、 別 表 第 七

若 し く は 別 表 第 八 、 法 附 則 第 九 項 又 は 施 行 規 則 第 六 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

教 育 職 員 検 定 に よ つ て 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 書 類 （ 旧 免 許 状 所 持 者 及 び 法 別 表 第 三 か ら 別 表 第 八 ま で 又 は 法 附 則 第 九 項

に 規 定 す る 普 通 免 許 状 に 係 る 所 要 資 格 を 得 た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 十 年 を 経 過

す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 を 経 過 し て い な い 者 に あ つ て は 、 第 一 号 か ら 第 八 号

ま で に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 か ら 八 ま で   略  一 か ら 八 ま で   略  

 九  免 許 状 更 新 講 習 修 了 証 明 書 又 は 免 許 状 更 新 講 習 履 修 証 明 書  

２   略  ２   略  

３  施 行 法 第 二 条 に 規 定 す る 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次    に

掲 げ る 書 類                                       

                                                     

                                                

                     を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  施 行 法 第 二 条 に 規 定 す る 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 書 類 （ 旧 免 許 状 所 持 者 及 び 施 行 法 第 二 条 に 規 定 す る 普 通 免 許 状 に 係 る 所 要

資 格 を 得 た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 十 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 を 経 過 し

て い な い 者 に あ つ て は 、 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 、 第 六 号 及 び 第 七 号 に 掲 げ

る 書 類 並 び に 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 、 第 六 号 及 び 第 七 号      に 掲 げ る 書 類  一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 、 第 六 号 、 第 七 号 及 び 第 九 号 に 掲 げ る 書 類  



 

-
 
4
 -
 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
二 及 び 三   略  二 及 び 三   略  

４  法 附 則 第 十 七 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る

書 類                                     

                                     

                                     

                           を 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

４  法 附 則 第 十 八 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る

書 類 （ 旧 免 許 状 所 持 者 及 び 法 附 則 第 十 八 項 に 規 定 す る 普 通 免 許 状 に 係 る 所 要 資

格 を 得 た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 十 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 を 経 過 し

て い な い 者 に あ つ て は 、 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 及 び 第 六 号 か ら 第 八 号 ま

で に 掲 げ る 書 類 並 び に 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 及 び 第 六 号 か ら 第 八 号 ま で に 掲 げ る 書 類  一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 及 び 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で に 掲 げ る 書 類  

二  法 附 則 第 十 七 項 の 表 第 二 欄 に 掲 げ る 基 礎 資 格 を 有 す る 旨 の 証 明 書  二  法 附 則 第 十 八 項 の 表 第 二 欄 に 掲 げ る 基 礎 資 格 を 有 す る 旨 の 証 明 書  

三  法 附 則 第 十 七 項 の 表 備 考 第 二 号 の 規 定 に よ る 場 合 は 、 同 号 に 規 定 す る 免 許

状 の 写 し  

三  法 附 則 第 十 八 項   備 考 第 二 号 の 規 定 に よ る 場 合 は 、 同 号 に 規 定 す る 免 許

状 の 写 し  

四   略  四   略  

５  法 附 則 第 十 八 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る

書 類                                     

                                     

                                     

                 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  法 附 則 第 十 九 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る

書 類 （ 旧 免 許 状 所 持 者 及 び 同 項 に 規 定 す る 普 通 免 許 状 に 係 る 所 要 資 格 を 得 た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て 十 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 を 経 過 し て い な い 者

に あ つ て は 、 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 、 第 七 号 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 書 類 並

び に 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 、 第 七 号 及 び 第 八 号    に 掲 げ る 書 類  一  第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 及 び 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で に 掲 げ る 書 類  

二 及 び 三   略  二 及 び 三   略  

  

（ 特 別 免 許 状 検 定 の 申 請 ）  （ 特 別 免 許 状 検 定 の 申 請 ）  

第 十 条 の 二  法 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 別 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者

は 、 次    に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 十 条 の 二  法 第 五 条 第 三 項 に 規 定 す る 特 別 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 か ら 三 ま で   略   一 か ら 三 ま で   略  

  

（ 臨 時 免 許 状 検 定 の 申 請 ）  （ 臨 時 免 許 状 検 定 の 申 請 ）  

第 十 一 条  法 第 五 条 第 五 項 、 施 行 法 第 二 条 第 一 項 又 は 施 行 規 則 第 六 十 五 条 に 規 定

す る 臨 時 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次    に 掲 げ る 書 類 （ 施 行 法

第 二 条 第 一 項 の 表 の 上 欄 各 号 に 掲 げ る 者 に あ つ て は 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る

書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 十 一 条  法 第 五 条 第 六 項 、 施 行 法 第 二 条 第 一 項 又 は 施 行 規 則 第 六 十 五 条 に 規 定

す る 臨 時 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 （ 施 行 法

第 二 条 第 一 項 の 表 の 上 欄 各 号 に 掲 げ る 者 に あ つ て は 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る

書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 か ら 三 ま で   略  一 か ら 三 ま で   略  

  

第 十 一 条 の 二 か ら 第 十 二 条 の 二 ま で   略  第 十 一 条 の 二 か ら 第 十 二 条 の 二 ま で   略  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  

  

 （ 有 効 期 間 更 新 の 申 請 ）  

 第 十 二 条 の 三  法 第 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 を 受 け

よ う と す る 者 は 、 有 効 期 間 の 満 了 す る 日 の 二 月 前 ま で に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  有 効 期 間 更 新 申 請 書 （ 免 許 状 更 新 講 習 の 修 了 に よ る も の ）  

 二  免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

 三  免 許 状 更 新 講 習 修 了 証 明 書 又 は 免 許 状 更 新 講 習 履 修 証 明 書  

 ２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 九 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 免 許 状 更 新 講 習

を 受 け る 必 要 が な い も の と し て 、 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者

は 、 有 効 期 間 の 満 了 す る 日 の 二 月 前 ま で に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 （ 施 行 規 則 第

六 十 一 条 の 四 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 六 号 に 規 定 す る 者 に あ つ て は 、 第 一 号 、 第

二 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  有 効 期 間 更 新 申 請 書 （ 免 許 状 更 新 講 習 受 講 免 除 に よ る も の ）  

 二  免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

 三  知 識 技 能 に 関 す る 証 明 書  

 四  施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 に 規 定 す る 者 で あ る こ と を 証 す る 書 類  

  

 （ 有 効 期 間 延 長 の 申 請 ）  

 第 十 二 条 の 四  法 第 九 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 免 許 状 の 有 効 期 間 の 延 長 を 受 け

よ う と す る 者 は 、 有 効 期 間 の 満 了 す る 日 の 二 月 前 ま で に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  有 効 期 間 延 長 申 請 書  

 二  免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

 三  免 許 状 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 ま で に 免 許 状 更 新 講 習 の 課 程 を 修 了 す る こ と

が 困 難 で あ る こ と を 証 す る 書 類  

  

 （ 更 新 講 習 修 了 確 認 の 申 請 ）  

 第 十 二 条 の 五  十 九 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 更 新 講 習 修 了 確 認 （ 以

下 「 更 新 講 習 修 了 確 認 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 は 、 同 条 第 三 項 に 規 定

す る 修 了 確 認 期 限 （ 以 下 「 修 了 確 認 期 限 」 と い う 。 ） の 二 月 前 ま で に 次 の 各 号

に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  更 新 講 習 修 了 確 認 申 請 書  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  

 二  免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

 三  免 許 状 更 新 講 習 修 了 証 明 書 又 は 免 許 状 更 新 講 習 履 修 証 明 書  

  

 （ 十 九 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 確 認 の 申 請 ）  

 第 十 二 条 の 六  十 九 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 確 認 を 受 け よ う

と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年

法 律 第 九 十 八 号 ） 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三 号 の 確 認 申 請 書  

 二  免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

 三  免 許 状 更 新 講 習 修 了 証 明 書 又 は 免 許 状 更 新 講 習 履 修 証 明 書  

  

 （ 修 了 確 認 期 限 延 期 の 申 請 ）  

 第 十 二 条 の 七  十 九 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 修 了 確 認 期 限 の 延 期

を 受 け よ う と す る 者 は 、 修 了 確 認 期 限 の 二 月 前 ま で に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

（ 同 項 後 段 の 規 定 に よ り 修 了 確 認 期 限 の 延 期 を 受 け よ う と す る 者 に あ つ て は 、

第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  修 了 確 認 期 限 延 期 申 請 書  

 二  免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

 三  修 了 確 認 期 限 ま で に 免 許 状 更 新 講 習 の 課 程 を 修 了 す る こ と が 困 難 で あ る こ

と を 証 す る 書 類  

  

 （ 免 許 状 更 新 講 習 の 受 講 免 除 の 認 定 の 申 請 ）  

 第 十 二 条 の 八  十 九 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け よ う と す

る 者 は 、 修 了 確 認 期 限 の 二 月 前 ま で に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 （ 二 十 年 改 正 施 行

規 則 附 則 第 十 条 第 一 項 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 六 号 に 規 定 す る 者 に あ つ て は 、 第

一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 書 類 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  免 許 状 更 新 講 習 受 講 免 除 申 請 書  

 二  免 許 状 を 有 す る こ と を 証 す る 書 類  

 三  知 識 技 能 に 関 す る 証 明 書  

 四  二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 者 で あ る こ と を 証 す る 書

類  

第 十 三 条 か ら 第 十 五 条 ま で   略  

  

第 十 三 条 か ら 第 十 五 条 ま で   略  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  

    第 三 章 の 二 免 許 状 更 新 講 習  

 

 （ 免 許 状 更 新 講 習 を 受 け る 必 要 が な い 教 育 の 職 ）  

 第 十 五 条 の 二  施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 二 号 及 び 二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 十

条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 一  県 教 育 委 員 会 の 教 育 長 （ 以 下 「 県 教 育 長 」 と い う 。 ） 及 び 県 教 育 委 員 会 の

教 育 次 長 （ 以 下 「 県 教 育 次 長 」 と い う 。 ） そ の 他 県 教 育 委 員 会 の 事 務 局 （ 岐

阜 県 教 育 委 員 会 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 岐 阜 県 条 例 第

三 号 ） 第 二 条 各 号 に 掲 げ る 教 育 機 関 の 設 置 、 管 理 及 び 廃 止 に 関 す る 事 務 を 分

掌 す る 内 部 部 局 を 含 む 。 第 十 五 条 の 四 第 一 項 第 一 号 及 び 第 十 五 条 の 五 第 一 項

第 一 号 に お い て 同 じ 。 ） の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 二  市 町 村 教 育 委 員 会 の 教 育 長 そ の 他 市 町 村 教 育 委 員 会 の 事 務 局 （ 地 方 教 育 行

政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第 二 十 三

条 第 一 項 の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 市 町 村 長 が 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 務 を

管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と と さ れ た 市 町 村 に あ つ て は 、 当 該 事 務 を 分 掌 す る

内 部 部 局 を 含 む 。 第 十 五 条 の 四 第 一 項 第 二 号 及 び 第 十 五 条 の 五 第 一 項 第 二 号

に お い て 同 じ 。 ） の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 ２  施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 四 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 に 掲

げ る 者 と す る 。  

 一  県 又 は 市 町 村 の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 二  施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 四 号 ロ に 規 定 す る 公 立 大 学 法 人 の 職 員 で 県 教 育

長 が 別 に 定 め る も の  

 三  施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 四 号 ホ に 規 定 す る 文 部 科 学 大 臣 が 指 定 し た 独 立

行 政 法 人 の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 四  県 内 の 学 校 法 人 （ 私 立 学 校 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 十 号 ） 第 三 条 に

規 定 す る 学 校 法 人 （ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 、 特

別 支 援 学 校 又 は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進

に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保 連

携 型 認 定 こ ど も 園 （ 以 下 「 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 」 と い う 。 ） を 設 置 す る

者 に 限 る 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 理 事  

 五  県 内 の 社 会 福 祉 法 人 （ 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 二 十

二 条 に 規 定 す る 社 会 福 祉 法 人 （ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 設 置 す る も の に 限

る 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 理 事  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  

 ３  二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 十 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る

者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 一  県 又 は 市 町 村 の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 二  県 内 の 学 校 法 人 の 理 事  

 三  県 内 の 社 会 福 祉 法 人 の 理 事  

 

 （ 免 許 管 理 者 が 指 定 す る 表 彰 等 ）  

 第 十 五 条 の 三  施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 四 第 五 号 及 び 二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 十

条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 指 定 す る 表 彰 等 は 、 次 に 掲 げ る も の で

あ つ て 、 免 許 状 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 又 は 修 了 確 認 期 限 前 十 年 の 間 に 受 け た も

の と す る 。  

 一  文 部 科 学 大 臣 優 秀 教 員 表 彰 （ 部 活 動 等 に お い て 、 特 に 顕 著 な 成 績 を 上 げ た

者 に 対 す る 表 彰 を 除 く 。 ）  

 二  岐 阜 県 教 育 委 員 会 表 彰 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 岐 阜 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号 ）

第 二 条 第 五 号 の 規 定 に よ る 表 彰 （ 同 規 則 第 三 条 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 一 号 又

は 第 二 号 に 該 当 す る と 認 め る 者 に つ い て 行 わ れ た も の に 限 る 。 ）  

 

 （ 更 新 講 習 修 了 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 教 育 の 職 ）  

 第 十 五 条 の 四  二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 三 条 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定

め る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 一  県 教 育 長 及 び 県 教 育 次 長 そ の 他 県 教 育 委 員 会 の 事 務 局 の 職 員 で 県 教 育 長 が

別 に 定 め る も の  

 二  市 町 村 教 育 委 員 会 の 教 育 長 そ の 他 市 町 村 教 育 委 員 会 の 事 務 局 の 職 員 で 県 教

育 長 が 別 に 定 め る も の  

 ２  二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 三 条 第 三 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、

次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 一  県 又 は 市 町 村 の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 二  県 内 の 学 校 法 人 の 理 事  

 三  県 内 の 社 会 福 祉 法 人 の 理 事  

 

 （ 免 許 状 更 新 講 習 を 受 け る こ と が で き る 教 育 の 職 ）  

 第 十 五 条 の 五  免 許 状 更 新 講 習 規 則 （ 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 令 第 十 号 ） 第 九 条 第

一 項 第 二 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  



 

-
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 -
 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

 一  県 教 育 長 及 び 県 教 育 次 長 そ の 他 県 教 育 委 員 会 の 事 務 局 の 職 員 で 県 教 育 長 が

別 に 定 め る も の  

 二  市 町 村 教 育 委 員 会 の 教 育 長 そ の 他 市 町 村 教 育 委 員 会 の 事 務 局 の 職 員 で 県 教

育 長 が 別 に 定 め る も の  

 ２  免 許 状 更 新 講 習 規 則 第 九 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 免 許 管 理 者 が 定 め る 者

は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

 一  県 又 は 市 町 村 の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 二  免 許 状 更 新 講 習 規 則 第 九 条 第 一 項 第 三 号 ロ に 規 定 す る 公 立 大 学 法 人 の 職 員

で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 三  免 許 状 更 新 講 習 規 則 第 九 条 第 一 項 第 三 号 ホ に 規 定 す る 文 部 科 学 大 臣 が 指 定

し た 独 立 行 政 法 人 の 職 員 で 県 教 育 長 が 別 に 定 め る も の  

 四  県 内 の 学 校 法 人 の 理 事  

 

 

  第 四 章  免 許 状 の 失 効 及 び 取 上 げ  

五  県 内 の 社 会 福 祉 法 人 の 理 事  

 

  第 四 章  免 許 状 の 失 効 及 び 取 上 げ  

 

（ 失 効 ）  （ 失 効 ）  

第 十 六 条  法 第 十 条 第 一 項 又 は   第 十 一 条 第 四 項                

   の 規 定 に よ り 免 許 状 が 失 効 し た と き は 、 当 該 免 許 状 を 有 す る 者 は 、 直 ち

に 免 許 状 返 納 書 を 添 え て 当 該 免 許 状 を 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 十 六 条  法 第 十 条 第 一 項 若 し く は 第 十 一 条 第 四 項 又 は 十 九 年 改 正 法 附 則 第 二 条

第 五 項 の 規 定 に よ り 免 許 状 が 失 効 し た と き は 、 当 該 免 許 状 を 有 す る 者 は 、 直 ち

に 免 許 状 返 納 書 を 添 え て 当 該 免 許 状 を 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

第 十 七 条 及 び 第 十 八 条   略  

 

   第 五 章  雑 則  

 

第 十 九 条 及 び 第 二 十 条   略  

 

第 十 七 条 及 び 第 十 八 条   略  

 

   第 五 章  雑 則  

 

第 十 九 条 及 び 第 二 十 条   略  

 

（ 免 許 状 の 授 与 証 明 ）  （ 免 許 状 の 授 与 証 明 ）  

第 二 十 一 条  法 第 五 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 既 に な さ れ た 免 許 状 の 授 与 に 関 す る

証 明 を 受 け よ う と す る 者 は 、 免 許 状 授 与 証 明 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

第 二 十 一 条  法 第 五 条 第 七 項 の 規 定 に 基 づ き 既 に な さ れ た 免 許 状 の 授 与 に 関 す る

証 明 を 受 け よ う と す る 者 は 、 免 許 状 授 与 証 明 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２   略  ２   略  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  

 （ 証 明 書 の 発 行 証 明 ）  

 第 二 十 一 条 の 二  施 行 規 則 第 六 十 一 条 の 十 又 は 二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 十 五 条

の 規 定 に よ る 証 明 書 の 発 行 に 関 す る 証 明 （ 以 下 「 証 明 書 の 発 行 証 明 」 と い

う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 は 、 有 効 期 間 更 新 証 明 書 等 発 行 証 明 申 請 書 を 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

 ２  証 明 書 の 発 行 証 明 は 、 有 効 期 間 更 新 証 明 書 等 発 行 証 明 書 に よ り 行 う 。  

 

 （ 証 明 書 の 書 換 ）  

 第 二 十 一 条 の 三  氏 名 又 は 本 籍 地 を 変 更 し た こ と に よ り 、 施 行 規 則 第 六 十 一 条 の

十 又 は 二 十 年 改 正 施 行 規 則 附 則 第 十 五 条 の 規 定 に よ り 発 行 さ れ た 証 明 書 の 書 換

を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  有 効 期 間 更 新 証 明 書 等 書 換 申 請 書  

 二  書 換 を す る 証 明 書  

 三  戸 籍 抄 本  

 

（ 様 式 ）  （ 様 式 ）  

第 二 十 二 条  こ の 規 則 に 定 め る 教 育 職 員 （ 免 許 状 授 与 ・ 検 定 ・ 新 教 育 領 域 追 加 ）

申 請 書 等 の 様 式 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 書 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る と お り と す る 。  

第 二 十 二 条  こ の 規 則 に 定 め る 教 育 職 員 （ 免 許 状 授 与 ・ 検 定 ・ 新 教 育 領 域 追 加 ）

申 請 書 等 の 様 式 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 書 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る と お り と す る 。  

一   略  一   略  

二  実 務 に 関 す る 証 明 書 （ 法 附 則 第 十 八 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う

と す る 場 合 を 除 く 。 ）  別 記 第 二 号 様 式  

二  実 務 に 関 す る 証 明 書 （ 法 附 則 第 十 九 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う

と す る 場 合 を 除 く 。 ）  別 記 第 二 号 様 式  

二 の 二  実 務 に 関 す る 証 明 書 （ 法 附 則 第 十 八 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け

よ う と す る 場 合 に 限 る 。 ）  別 記 第 二 号 様 式 の 二  

二 の 二  実 務 に 関 す る 証 明 書 （ 法 附 則 第 十 九 項 に 規 定 す る 免 許 状 の 授 与 を 受 け

よ う と す る 場 合 に 限 る 。 ）  別 記 第 二 号 様 式 の 二  

 十 一 の 二  有 効 期 間 更 新 申 請 書 （ 免 許 状 更 新 講 習 の 修 了 に よ る も の ）  別 記 第

十 一 号 様 式 の 二  

 十 一 の 三  有 効 期 間 更 新 申 請 書 （ 免 許 状 更 新 講 習 受 講 免 除 に よ る も の ）  別 記

第 十 一 号 様 式 の 三  

 十 一 の 四  知 識 技 能 に 関 す る 証 明 書  別 記 第 十 一 号 様 式 の 四  

 十 一 の 五  有 効 期 間 延 長 申 請 書  別 記 第 十 一 号 様 式 の 五  

 十 一 の 六  更 新 講 習 修 了 確 認 申 請 書  別 記 第 十 一 号 様 式 の 六  

 十 一 の 七  教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成

十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 ） 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三 号 の 確 認 申 請 書  別 記 第 十 一
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（ 新 ）  （ 旧 ）  

号 様 式 の 七  

 十 一 の 八  修 了 確 認 期 限 延 期 申 請 書  別 記 第 十 一 号 様 式 の 八  

 十 一 の 九  免 許 状 更 新 講 習 受 講 免 除 申 請 書  別 記 第 十 一 号 様 式 の 九  

十 二 か ら 二 十 一 ま で   略  十 二 か ら 二 十 一 ま で   略  

 二 十 二  有 効 期 間 更 新 証 明 書 等 発 行 証 明 申 請 書  別 記 第 二 十 二 号 様 式  

 二 十 三  有 効 期 間 更 新 証 明 書 等 発 行 証 明 書  別 記 第 二 十 三 号 様 式  

 二 十 四  有 効 期 間 更 新 証 明 書 等 書 換 申 請 書  別 記 第 二 十 四 号 様 式  

 

（ 委 任 ）  （ 委 任 ）  

第 二 十 三 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 教 育 長  が 定 め る 。  

第 二 十 三 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 県 教 育 長 が 定 め る 。  

付  則  付  則  

１ 及 び ２   略  １ 及 び ２   略  

３  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 の 修 得 方 法 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 の 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

３  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 の 修 得 方 法 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 下 欄 の 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

 法 附 則 第 五 項  付 則 付 表 第 一    法 附 則 第 五 項  付 則 付 表 第 一   

 法 附 則 第 九 項  付 則 付 表 第 二    法 附 則 第 九 項  付 則 付 表 第 二   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 八 項  付 則 付 表 第 四    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 八 項  付 則 付 表 第 四   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 一 項  付 則 付 表 第 五    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 一 項  付 則 付 表 第 五   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 二 項  付 則 付 表 第 六    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 二 項  付 則 付 表 第 六   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 三 項  付 則 付 表 第 七    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 三 項  付 則 付 表 第 七   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 五 項  付 則 付 表 第 八    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 五 項  付 則 付 表 第 八   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 六 項  付 則 付 表 第 九    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 六 項  付 則 付 表 第 九   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 七 項  付 則 付 表 第 十    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 七 項  付 則 付 表 第 十   

 二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 八 項  付 則 付 表 第 十 一    二 十 九 年 改 正 法 附 則 第 十 八 項  付 則 付 表 第 十 一   

 施 行 規 則 附 則 第 三 十 五 項 及 び 第 三 十 六 項  付 則 付 表 第 十 三    施 行 規 則 附 則 第 三 十 一 項 及 び 第 三 十 二 項  付 則 付 表 第 十 三   

４ か ら ７ ま で   略  ４ か ら ７ ま で   略  

別 記  別 記  

第 １ 号 様 式 （ 第 ３ 条 、 第 1
0
条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

第 １ 号 様 式 （ 第 ３ 条 、 第 1
0
条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  
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（ 新 ）  （ 旧 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（親展文書） 

人 物 に 関 す る 証 明 書 

勤務（予定）校         

（ふりがな） 

氏     名         

                

                

生 年 月 日   年 月 日 

上記の者の人物は、次のとおりであります。 

項 目 所        見 

教 育 愛 
 

使 命 感 
 

教 養 ・ 常 識 
 

指 導 力 
 

研 究 心 
 

協 調 性 
 

責 任 感 
 

創 造 性 
 

自 主 性 
 

地 域 活 動 
 

総 合 的 

所 見 

 

年  月  日 

証明者 職氏名           印 

 

 

事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

実務証明責任者              印 

 

（注）証明者は、現職者にあつては所属長、現職者以外の者にあつては原則として勤務

予定校の校長又は出身学校長とすること。 

 

（親展文書） 

人 物 に 関 す る 証 明 書 

勤務（予定）校         

（ふりがな） 

氏     名         

（旧   姓）         

（通 称 名）         

生 年 月 日   年 月 日 

上記の者の人物は、次のとおりであります。 

項 目 所        見 

教 育 愛 
 

使 命 感 
 

教 養 ・ 常 識 
 

指 導 力 
 

研 究 心 
 

協 調 性 
 

責 任 感 
 

創 造 性 
 

自 主 性 
 

地 域 活 動 
 

総 合 的 

所 見 

 

年  月  日 

証明者 職氏名           印 

 

 

事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

実務証明責任者              印 

 

（注）証明者は、現職者にあつては所属長、現職者以外の者にあつては原則として勤務

予定校の校長又は出身学校長とすること。 
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（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 ２ 号 様 式 （ 第 ５ 条 、 第 1
0
条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 ２ 号 様 式 （ 第 ５ 条 、 第 1
0
条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（親展文書） 

実 務 に 関 す る 証 明 書 

勤務（予定）校         

（ふりがな） 

氏     名         

                

                

生 年 月 日         

勤 

務 

し 

た 

期 

間 

期  間 年月数(ａ) 勤 務 校 等 職  名 備 考 

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

勤
務
し
な
か
つ
た
期
間 

期  間 年月数(ｂ) 
事      由 

（休職、産育休等の別） 

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

計 

（ａ－ｂ） 
  

勤務成績（該当事項を○で囲む） 優秀   良好   不良 

上記のとおり事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

実務証明責任者 職氏名          印  

備考 勤務校等欄の（ ）書きは、特別支援学校の場合に学部を記入すること。 

（親展文書） 

実 務 に 関 す る 証 明 書 

勤務（予定）校         

（ふりがな） 

氏     名         

（旧   姓）         

（通 称 名）         

生 年 月 日         

勤 

務 

し 

た 

期 

間 

期  間 年月数(ａ) 勤 務 校 等 職  名 備 考 

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
 

 

（      ） 
  

勤
務
し
な
か
つ
た
期
間 

期  間 年月数(ｂ) 
事      由 

（休職、産育休等の別） 

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

年  月  日から 

年  月  日まで 
  

計 

（ａ－ｂ） 
  

勤務成績（該当事項を○で囲む） 優秀   良好   不良 

上記のとおり事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

実務証明責任者 職氏名          印  

備考 勤務校等欄の（ ）書きは、特別支援学校の場合に学部を記入すること。 



 

-
 
1
4 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

（親展文書） 

１ 勤務状況 

年 度 年度  年度 年度 年度 年度 年度 

学 部       

担 当 教 科       

週 時 間 数       

年 度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

学 部       

担 当 教 科       

週 時 間 数       

２ 調査事項（該当欄に○を付す） 

項 目 優  秀 良  好 普  通 不  良 

勤 務 状 況     

研 究 心     

計 画 性     

能 率     

指 導 力     

３ 総合的所見 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり証明します。 

年  月  日 

証明者 職氏名           印  

 

備考 勤務状況欄の学部については、特別支援学校の場合に記入し、担任した特別支援

教育領域を（ ）書きで記入すること。 

 

（裏面） 

（親展文書） 

１ 勤務状況 

年 度 年度  年度 年度 年度 年度 年度 

学 部       

担 当 教 科       

週 時 間 数       

年 度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

学 部       

担 当 教 科       

週 時 間 数       

２ 調査事項（該当欄に○を付す） 

項 目 優  秀 良  好 普  通 不  良 

勤 務 状 況     

研 究 心     

計 画 性     

能 率     

指 導 力     

３ 総合的所見 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり証明します。 

年  月  日 

証明者 職氏名           印  

 

備考 勤務状況欄の学部については、特別支援学校の場合に記入し、担任した特別支援

教育領域を（ ）書きで記入すること。 



 

-
 
1
5 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 ２ 号 様 式 の ２ （ 第 ５ 条 、 第 1
0
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 ２ 号 様 式 の ２ （ 第 ５ 条 、 第 1
0
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（親展文書） 

実務に関する証明書 

 

 

勤務（予定）校         

（ふりがな） 

氏     名         

（旧   姓）         

（通 称 名）         

生 年 月 日         

１ 勤務状況 

勤務した期間 
年月数 

(a) 

実労働時間 

(a) 
勤務した施設 職 名 備考 

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
 時間    

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
 時間    

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
 時間    

勤務しなかった期間 
年月数 

(b) 
 

事由 

（休職、産育休等の別） 

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
   

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
   

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
   

計（ａ－ｂ）  時間  

上記のとおり事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

 

 

実務証明責任者 職氏名          印  

 

 

備考 特例の対象として認められる勤務期間等（３年かつ 4,320 時間以上）について、

複数の施設における勤務期間等を合算する場合は、それぞれの施設ごとに作成する

こと。 

（親展文書） 

実務に関する証明書 

 

 

勤務（予定）校         

（ふりがな） 

氏     名         

                

                

生 年 月 日         

１ 勤務状況 

勤務した期間 
年月数 

(a) 

実労働時間 

(a) 
勤務した施設 職 名 備考 

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
 時間    

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
 時間    

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
 時間    

勤務しなかった期間 
年月数 

(b) 
 

事由 

（休職、産育休等の別） 

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
   

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
   

 年  月  日から 

 年  月  日まで 
   

計（ａ－ｂ）  時間  

上記のとおり事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

 

 

実務証明責任者 職氏名          印  

 

 

備考 特例の対象として認められる勤務期間等（３年かつ 4,320 時間以上）について、

複数の施設における勤務期間等を合算する場合は、それぞれの施設ごとに作成する

こと。 



 

-
 
1
6 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

（親展文書） 

２ 勤務施設概要 

施設名  電話番号  

所在地  

認可等年月日 年   月   日  

備考 認定子ども園の場合は、構成するそれぞれの施設の名称について、全て記載す

ること。 

 

３ 勤務評価 

① 調査事項（該当欄に○を付す） 

項 目 優  秀 良  好 不  良 

勤 務 状 況    

研 究 心    

計 画 性    

能 率    

指 導 力    

② 総合的所見 

 

上記のとおり証明します。 

 

年  月  日 

 

証  明  者 職氏名           印  

（裏面） 

（親展文書） 

２ 勤務施設概要 

施設名  電話番号  

所在地  

認可等年月日 年   月   日  

備考 認定子ども園の場合は、構成するそれぞれの施設の名称について、全て記載す

ること。 

 

３ 勤務評価 

① 調査事項（該当欄に○を付す） 

項 目 優  秀 良  好 不  良 

勤 務 状 況    

研 究 心    

計 画 性    

能 率    

指 導 力    

② 総合的所見 

 

上記のとおり証明します。 

 

年  月  日 

 

証  明  者 職氏名           印  



 

-
 
1
7 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 ３ 号 様 式 （ 第 ６ 条 、 第 1
0
条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 ３ 号 様 式 （ 第 ６ 条 、 第 1
0
条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身 体 に 関 す る 証 明 書 

 

 

住     所 

勤務（予定）校 

（ふりがな） 

氏     名 

        

        

生 年 月 日 

 

項   目 状       況 

疾 病 異 常 

あり（具体的内容                      ） 

 

なし 

特 記 事 項  

年  月  日 

 

証明者 職氏名          印 

 

上記のとおり事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

 

身体証明責任者 職氏名          印 

 

（注）１ 証明者は、医師又は勤務校の校長であること。 

２ 勤務校の校長が証明者となる場合は、疾病異常欄及び特記事項欄については、

健康診断票から転記すること。 

身 体 に 関 す る 証 明 書 

 

 

住     所 

勤務（予定）校 

（ふりがな） 

氏     名 

（旧   姓） 

（通 称 名） 

生 年 月 日 

 

項   目 状       況 

疾 病 異 常 

あり（具体的内容                      ） 

 

なし 

特 記 事 項  

年  月  日 

 

証明者 職氏名          印 

 

上記のとおり事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

 

身体証明責任者 職氏名          印 

 

（注）１ 証明者は、医師又は勤務校の校長であること。 

２ 勤務校の校長が証明者となる場合は、疾病異常欄及び特記事項欄については、

健康診断票から転記すること。 



 

-
 
1
8 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 ４ 号 様 式 （ 第 ９ 条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 ４ 号 様 式 （ 第 ９ 条 ― 第 1
1
条 、 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育職員（免許状授与・検定・新教育領域追加）申請書 

 

年  月  日 

岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名） 

住        所 

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名 

           

           

生 年 月 日      年  月  日 

連 絡 先 

 

次のとおり免許状の（授与・新教育領域の追加）を申請します。 

免 許 状 の 種 類 
 

教 科 又 は 

特 別 支 援 教 育 領 域 

 

新教育領域の追加を申請する場合は以下の欄についても記入すること。 

免許状に定められている 

特 別 支 援 教 育 領 域 

 

免 許 状 の 番 号 第    号 授与年月日 年  月  日 

（注）（  ）内は、申請の種類に応じて不要のものを抹消すること。 

 

教育職員（免許状授与・検定・新教育領域追加）申請書 

 

年  月  日 

岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名） 

住        所 

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名 

（旧 姓） 

（通 称 名） 

生 年 月 日      年  月  日 

連 絡 先 

 

次のとおり免許状の（授与・新教育領域の追加）を申請します。 

免 許 状 の 種 類 
 

教 科 又 は 

特 別 支 援 教 育 領 域 

 

新教育領域の追加を申請する場合は以下の欄についても記入すること。 

免許状に定められている 

特 別 支 援 教 育 領 域 

 

免 許 状 の 番 号 第    号 授与年月日 年  月  日 

（注）（  ）内は、申請の種類に応じて不要のものを抹消すること。 



 

-
 
1
9 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 ５ 号 様 式 （ 第 ９ 条 ― 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 ５ 号 様 式 （ 第 ９ 条 ― 第 1
2
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               履  歴  書 

 本籍地(都道府県名)  

  住   所  

（ふりがな） 

氏   名 

 

生年月日    年  月  日 
 

 

（旧 姓           ） 

（通称名           ） 

免

許

状 

授与年月日 種 類 
教科又は 

特別支援 

教育領域 

番 号 授 与 条 件 授 与 権 者 

      

      

      

      

      

      

学

 

 

 

 

業 

年 月 日 学 校 名 部 科 名 
入学、卒業、修了、 

中退、休学、転学別 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                               履  歴  書 

 本籍地(都道府県名)  

  住   所  

（ふりがな） 

氏   名 

 

生年月日    年  月  日 
 

 

 

（旧氏名           ） 

免

許

状 

授与年月日 種 類 
教科又は 

特別支援 

教育領域 

番 号 授 与 条 件 授 与 権 者 

      

      

      

      

      

      

※ 有 効 期 間 の 満 了 の 日 

修 了 確 認 期 限 

 

年    月    日 

学

 

 

 

 

業 

年 月 日 学 校 名 部 科 名 
入学、卒業、修了、 

中退、休学、転学別 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

-
 
2
0 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業 

 

 

 

 

 

 

 

務 

年  月  日 勤   務   内   容 備   考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

賞

罰 

年  月  日 内          容 備   考 

   

   

   

   

 上記のとおり相違ありません。 

       年   月   日 

                        氏  名 

 

 （注）１ 「免許状」欄は、所有する教員の免許状、看護師の免許、保健師の免許及びその他教員としての基礎

資格に関係のある免許について全部記入すること。 

    ２ ※印欄は、不要なものを抹消し、有効期限の満了の日については、法第９条第１項、第２項若しくは

第４項又は第９条の２第４項若しくは第５項に規定する有効期間の満了の日のうち最も遅い日を記入

すること。 

３ 「学業」欄は、小学校入学から最終学歴の卒業まで記入し、「備考」欄には、何年制、何年在学と明

記すること。 

４ 「業務」欄は、就職、転任、兼務、常勤、非常勤、休職、退職（休職、退職には、その理由）等を記

入し、実務経験等により申請する者は、営業、従業、転廃業、業務内容等を明確に記入すること。 

５ 「賞罰」欄は、その理由、官公庁等を記入すること。 

 

 

業 

 

 

 

 

 

 

 

務 

年  月  日 勤   務   内   容 備   考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

賞

罰 

年  月  日 内          容 備   考 

   

   

   

   

 上記のとおり相違ありません。 

       年   月   日 

                        氏  名 

 

 （注）１ 「免許状」欄は、所有する教員の免許状、看護師の免許、保健師の免許及びその他教員としての基礎

資格に関係のある免許について全部記入すること。 

                                                    

                                                    

           

２ 「学業」欄は、小学校入学から最終学歴の卒業まで記入し、「備考」欄には、何年制、何年在学と明

記すること。 

３ 「業務」欄は、就職、転任、兼務、常勤、非常勤、休職、退職（休職、退職には、その理由）等を記

入し、実務経験等により申請する者は、営業、従業、転廃業、業務内容等を明確に記入すること。 

４ 「賞罰」欄は、その理由、官公庁等を記入すること。 



 

-
 
2
1 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 ６ 号 様 式 か ら 第 1
0
号 様 式 ま で   略  第 ６ 号 様 式 か ら 第 1
0
号 様 式 ま で   略  

第 1
1
号 様 式 （ 第 1
2
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 1
1
号 様 式 （ 第 1
2
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免 許 状 交 付 申 請 書 

 

年  月  日 

 

岐阜県教育委員会 様 

 

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名） 

住        所 

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名 

           

           

生 年 月 日      年  月  日 

連 絡 先 

 

次のとおり免許状の交付を申請します。 

 

免 許 状 の 種 類 
 

教 科 
 

 

免 許 状 交 付 申 請 書 

 

年  月  日 

 

岐阜県教育委員会 様 

 

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名） 

住        所 

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名 

（旧 姓） 

（通 称 名） 

生 年 月 日      年  月  日 

連 絡 先 

 

次のとおり免許状の交付を申請します。 

 

免 許 状 の 種 類 
 

教 科 
 

 



 

-
 
2
2 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ２ （ 第 1
2
条 の ３ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効期間更新申請書（免許状更新講習の修了によるもの） 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤  務  （予定）  校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

教育職員免許法第９条の２第１項の規定により有効期間の更新を受けたいので、次のと

おり申請します。 

有
す
る
免
許
状 

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名 
免許状の 

本 籍 地 

      

      

      

      

      

修了

又は

履修

した

免許

状更

新講 

習 

領  域 開 設 者 
修了（履修） 

認定年月日 
対象免許種 

必修領域  年  月  日  

選択必修領域  年  月  日  

選択領域 

 年  月  日 教・養・栄 

 年  月  日 教・養・栄 

 年  月  日 教・養・栄 

 
（注）１ 有する免許状が上記以外にある場合は、残余の免許状について、別紙に記入す

ること。 
   ２ 対象免許種欄は、教諭の免許状に対応する免許状更新講習であれば「教」、養

護教諭免許状に対応する免許状更新講習であれば「養」、栄養教諭免許状に対応
する免許状更新講習であれば「栄」に○印を記入すること。 

   ３ 平成28年３月31日以前に「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策
の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」について
免許状更新講習を履修した場合には「必修領域」の欄に、「教科指導、生活指導
その他教育の充実に関する事項」について免許状更新講習を履修した場合には
「選択領域」の欄に、それぞれ記入すること。 



 

-
 
2
3 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ３ （ 第 1
2
条 の ３ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効期間更新申請書（免許状更新講習受講免除によるもの） 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤  務  （予定）  校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

教育職員免許法第９条の２第１項の規定により免許状更新講習の受講を免除の上で有

効期間の更新を受けたいので、次のとおり申請します。 

免 除 事 由  

有
す
る
免
許
状 

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名 
免許状の 

本 籍 地 

      

      

      

      

      

 

上記の者は、次のとおり教育職員免許法施行規則第61条の４に規定する者に該当するこ

とを証明します。 

１ □校長 □副校長 □教頭 □主幹教諭 

□幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 

□幼保連携型認定こども園の主幹栄養教諭 

□指導教諭 □主幹保育教諭 □指導保育教諭 

２ □指導主事 □社会教育主事 

□教育委員会に置いて学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関す

る事務に従事している者 



 

-
 
2
4 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ □免許状更新講習の講師 

４ □県又は市町村の職員で第２号又は第３号に準ずる者 

□公立大学法人の職員で第２号又は第３号に準ずる者 

□学校法人の理事で第２号又は第３号に準ずる者 

□社会福祉法人の理事で第２号又は第３号に準ずる者 

□独立行政法人（文部科学大臣が指定する者に限る。）の職員で第２号又は第３号

に準ずる者 

５ □学校教育における学習指導、生徒指導等に関し、特に顕著な功績があつた者に対

する表彰等を受けた者 

６ □前各号と同と以上の最新の知識技能を有する者（文部科学大臣が認める者に限

る。） 

年  月  日 

証明者 職氏名               印 

 
（注）１ 有する免許状が上記以外にある場合は、残余の免許状について、別紙に記入す

ること。 
   ２ 該当する項目の□に「レ」を記入すること。 
   ３ 証明者は、原則として所属長とすること。ただし、次の表の左欄に掲げる者に

あつては、同表右欄に掲げる者とすること。 
 

免許状更新講習の免除対象者  証  明  者  

校長  国立学校  国立大学法人の長  

県立学校  県教育委員会（教職員課長）  

市町村立学校  市町村教育委員会  

私立学校  学校法人の理事長  

市町村が設置する幼保連携型認定こど

も園の園長  

市町村長  

学校法人が設置する幼保連携型認定こ

ども園の園長  

学校法人の理事長  

社会福祉法人が設置する幼保連携型認

定こども園の園長  

社会福祉法人の理事長  

県教育委員会の職

員  

教育長、教育次長

又は本庁課長  

県教育委員会  

現地機関の長  本庁課長  

市町村教育委員会の職員  市町村教育委員会  

免許状更新講習の講師  講習開設者  

学校法人の理事  学校法人の理事長  

社会福祉法人の理事  社会福祉法人の理事長  

 



 

-
 
2
5 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ４ （ 第 1
2
条 の ３ 、 第 1
2
条 の ８ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（親展文書） 

知 識 技 能 に 関 す る 証 明 書 

 

勤 務 校            

（ふりがな） 

氏 名            

生 年 月 日            

 

上記の者の知識技能は、次のとおりです。  
 

 項  目   
 所  見   

十分である 十分でない 

１ 学校経営   

２ 学校教育の管理   

３ 教育活動の管理   

４ 職員の指導・管理   

５ 学習指導   

６ 生徒指導   

７ 
学校教育又は社会教育に関する

専門的事項の指導等 
  

８ 保健管理   

９ 健康指導   

10 給食管理   

11 食に関する指導   

 

年  月  日 

証明者 職氏名           印  



 

-
 
2
6 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 校長、園長にあつては１、２及び４の項目の所見欄に○を付けること。 

   ２ 副校長、副園長及び教頭にあつては１、３及び４の項目の所見欄に○を付け

ること。 

   ３ 主幹教諭、指導教諭、主幹保育教諭及び指導保育教諭にあつては５及び６の

項目の所見欄に○を付けること。ただし、養護をつかさどる主幹教諭（幼保連

携型認定こども園の主幹養護教諭を含む  。 ）にあっては８及び９の項目の所見

欄に、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭（幼保連携型認定こども園の

主幹栄養教諭を含む  。 ）にあつては 10及 11の項目の所見欄に○を付けること。 

   ４ 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に

関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者にあつては７の項目

の所見欄に○を付けること。  

   ５ 施行規則第61条の４第５号に規定する表彰等又は20年改正施行規則附則第10

条第１項第５号に規定する表彰等を受けた者のうち教諭にあつては５及び６、

養護教諭にあつては８及び９、栄養教諭にあつては10及び11の項目の所見欄に

○を付けること。  

   ６ 幼稚園の主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除

く。）、指導教諭及び教諭並びに主幹保育教諭及び指導保育教諭にあつては「学

習指導」を「領域の総合的な指導」に、「生徒指導」を「生活指導・家庭との連

携」に読み替えること。 

   ７ 証明者は、原則として所属長とすること。ただし、次の表の左欄に掲げる者

にあつては、同表右欄に掲げる者とすること。  

 

免許状更新講習の免除対象者 証  明  者 

校長 国立学校 国立大学法人の長 

県立学校 県教育委員会（教職員課長） 

市町村立学校 市町村教育委員会 

私立学校 学校法人の理事長 

市町村が設置する幼保連携型認定こど

も園の園長 

市町村長 

学校法人が設置する幼保連携型認定こ

ども園の園長 

学校法人の理事長 

社会福祉法人が設置する幼保連携型認

定こども園の園長 

社会福祉法人の理事長 

県教育委員会の職

員 

教育長、教育次長

又は本庁課長 

県教育委員会 

現地機関の長 本庁課長 

市町村教育委員会の職員 市町村教育委員会 

 



 

-
 
2
7 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ５ （ 第 1
2
条 の ４ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 効 期 間 延 長 申 請 書 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤  務  （予定）  校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

教育職員免許法第９条の２第５項及び教育職員免許法施行規則第61条の６の規定によ

り免許状の有効期間について    年  月  日まで延長を受けたいので、次のとお

り申請します。 

 

延 長 事 由  

延 長 事 由 が 存 続 す る 期 間 年  月  日  ～  年  月  日 

有
す
る
免
許
状 

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名 
免許状の 

本 籍 地 

      

      

      

      

      

 
（注）有する免許状が上記以外にある場合は、残余の免許状について、別紙に記入するこ

と。 



 

-
 
2
8 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ６ （ 第 1
2
条 の ５ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新講習修了確認申請書 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤  務  （予定）  校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附

則第２条第２項及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部科学省

令第９号）附則第９条第１項の規定により更新講習修了確認を受けたいので、次のとおり

申請します。 

有
す
る
免
許
状 

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名 
免許状の 

本 籍 地 

      

      

      

      

      

修了

又は

履修

した

免許

状更

新講 

習 

領  域 開 設 者 
修了（履修） 

認定年月日 
対象免許種 

必修領域  年  月  日  

選択必修領域  年  月  日  

選択領域 

 年  月  日 教・養・栄 

 年  月  日 教・養・栄 

 年  月  日 教・養・栄 

（注）１ 有する免許状が上記以外にある場合は、残余の免許状について、別紙に記入す
ること。 

   ２ 対象免許種欄は、教諭を対象とする免許状更新講習であれば「教」、養護教諭
免許状を対象とする免許状更新講習であれば「養」、栄養教諭免許状を対象とす
る免許状更新講習であれば「栄」に○印を記入すること。 

   ３ 平成28年３月31日以前に「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策
の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」について
免許状更新講習を履修した場合には「必修領域」の欄に、「教科指導、生活指導
その他教育の充実に関する事項」について免許状更新講習を履修した場合には
「選択領域」の欄に、それぞれ記入すること。 



 

-
 
2
9 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ７ （ 第 1
2
条 の ６ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年 

法律第98号）附則第２条第３項第３号の確認申請書 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤  務  （予定）  校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附

則第２条第２項第３号及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部

科学省令第９号）附則第９条第１項の規定により同法附則第２条第３項第３号に規定する

確認を受けたいので、次のとおり申請します。 

有
す
る
免
許
状 

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名 
免許状の 

本 籍 地 

      

      

      

      

      

修了

又は

履修

した

免許

状更

新講 

習 

領  域 開 設 者 
修了（履修） 

認定年月日 

必修領域  年  月  日 

選択必修領域  年  月  日 

選択領域 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

（注）１ 有する免許状が上記以外にある場合は、残余の免許状について、別紙に記入す
ること。 

   ２ 平成28年３月31日以前に「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策
の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」について
免許状更新講習を履修した場合には「必修領域」の欄に、「教科指導、生活指導
その他教育の充実に関する事項」について免許状更新講習を履修した場合には
「選択領域」の欄に、それぞれ記入すること。 



 

-
 
3
0 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ８ （ 第 1
2
条 の ７ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 了 確 認 期 限 延 期 申 請 書 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤  務  （予定）  校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附

則第２条第４項及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部科学省

令第９号）附則第９条第１項の規定により    年  月  日まで修了確認期限の延

期を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

延 期 事 由  

延 期 事 由 が 存 続 す る 期 間 年  月  日  ～  年  月  日 

有
す
る
免
許
状 

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名 
免許状の 

本 籍 地 

      

      

      

      

      

 
（注）有する免許状が上記以外にある場合は、残余の免許状について、別紙に記入するこ

と。 



 

-
 
3
1 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 1
1
号 様 式 の ９ （ 第 1
2
条 の ８ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許状更新講習受講免除申請書 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤  務  （予定）  校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附

則第２条第５項及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部科学省

令第９号）附則第９条第１項の規定により免許状更新講習の受講免除の認定を受けたいの

で、次のとおり申請します。 

免 除 事 由  

有
す
る
免
許
状 

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名 
免許状の 

本 籍 地 

      

      

      

      

      

 

上記の者は、次のとおり教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部

科学省令第９号）附則第10条第１項に規定する者に該当することを証明します。 

１ □校長 □副校長 □教頭 □主幹教諭 

□幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 

□幼保連携型認定こども園の主幹栄養教諭 

□指導教諭 □主幹保育教諭 □指導保育教諭 

２ □指導主事 □社会教育主事 

□教育委員会に置いて学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関す

る事務に従事している者 



 

-
 
3
2 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ □免許状更新講習の講師 

４ □県又は市町村の職員で第２号又は第３号に準ずる者 

□学校法人の理事で第２号又は第３号に準ずる者 

□社会福祉法人の理事で第２号又は第３号に準ずる者 

５ □学校教育における学習指導、生徒指導等に関し、特に顕著な功績があつた者に対

する表彰等を受けた者 

６ □前各号と同等以上の最新の知識技能を有する者（文部科学大臣が認める者に限

る。） 

年  月  日 

証明者 職氏名               印 

 
（注）１ 有する免許状が上記以外にある場合は、残余の免許状について、別紙に記入す

ること。 
   ２ 該当する項目の□に「レ」を記入すること。 
   ３ 証明者は、原則として所属長とすること。ただし、次の表の左欄に掲げる者に

あつては、同表右欄に掲げる者とすること。 
 

免許状更新講習の免除対象者  証  明  者  

校長  国立学校  国立大学法人の長  

県立学校  県教育委員会（教職員課長）  

市町村立学校  市町村教育委員会  

私立学校  学校法人の理事長  

市町村が設置する幼保連携型認定こど

も園の園長  

市町村長  

学校法人が設置する幼保連携型認定こ

ども園の園長  

学校法人の理事長  

社会福祉法人が設置する幼保連携型認

定こども園の園長  

社会福祉法人の理事長  

県教育委員会の職

員  

教育長、教育次長

又は本庁課長  

県教育委員会  

現地機関の長  本庁課長  

市町村教育委員会の職員  市町村教育委員会  

免許状更新講習の講師  講習開設者  

学校法人の理事  学校法人の理事長  

社会福祉法人の理事  社会福祉法人の理事長  

 



 

-
 
3
3 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 1
2
号 様 式 （ 第 1
3
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 1
2
号 様 式 （ 第 1
3
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免 許 状 書 換 申 請 書  

年  月  日  

 

岐阜県教育委員会 様  

 

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名）  

住        所  

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名  

（旧 姓）  

（通 称 名）  

生 年 月 日      年  月  日  

連 絡 先 

次のとおり変更したので、免許状の書換を申請します。  

新  

本
籍
地 

（都道府県名）  
ふ り が な   

氏  名   

（ 旧  姓 ）   

（ 通 称 名 ）   

旧  

本
籍
地 

（都道府県名）  
ふ り が な   

氏  名   

（ 旧  姓 ）   

（ 通 称 名 ）   

 

 免許状の種類  教科又は特別支援教育領域  免許状の番号  授与年月日  

１    第   号  年 月 日  

２    第   号  年 月 日  

３    第   号  年 月 日  

４    第   号  年 月 日  

５    第   号  年 月 日  

 

免 許 状 書 換 申 請 書  

年  月  日  

 

岐阜県教育委員会 様  

 

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名）  

住        所  

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名  

           

           

生 年 月 日      年  月  日  

連 絡 先 

次のとおり変更したので、免許状の書換を申請します。  

新  

本
籍
地 

（都道府県名）  
ふ り が な   

氏  名   

        

        

旧  

本
籍
地 

（都道府県名）  
ふ り が な   

氏  名   

        

        

 

 免許状の種類  教科又は特別支援教育領域  免許状の番号  授与年月日  

１    第   号  年 月 日  

２    第   号  年 月 日  

３    第   号  年 月 日  

４    第   号  年 月 日  

５    第   号  年 月 日  

 



 

-
 
3
4 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 1
3
号 様 式 （ 第 1
4
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 1
3
号 様 式 （ 第 1
4
条 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免 許 状 再 交 付 申 請 書 

年  月  日 

岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙 

 

本籍地（都道府県名） 

住        所 

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名 

           

           

生 年 月 日      年  月  日 

連 絡 先 

 

次のとおり免許状の再交付を申請します。 

再 交 付 の 理 由  

免 許 状 の 氏 名  

免許状の本籍地  

免 許 状 の 種 類  

教 科 又 は 特 別 

支 援 教 育 領 域 
 

番      号        第    号 授与年月日       年  月  日 

授与の根拠規定  

出 身 学 校 又 は 

教 育 機 関 
 

卒業・修了 

年 月 日      
      年  月  日 

追 加 し た 特 別 

支 援 教 育 領 域 
 追加年月日    年  月  日 

有 効 期 間 の 

満 了 の 日 
年  月  日 

 

免 許 状 再 交 付 申 請 書 

年  月  日 

岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙 

 

本籍地（都道府県名） 

住        所 

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏        名 

（旧 姓） 

（通 称 名） 

生 年 月 日      年  月  日 

連 絡 先 

 

次のとおり免許状の再交付を申請します。 

再 交 付 の 理 由  

免 許 状 の 氏 名  

免許状の本籍地  

免 許 状 の 種 類  

教 科 又 は 特 別 

支 援 教 育 領 域 
 

番      号        第    号 授与年月日       年  月  日 

授与の根拠規定  

出 身 学 校 又 は 

教 育 機 関 
 

卒業・修了 

年 月 日      
      年  月  日 

追 加 し た 特 別 

支 援 教 育 領 域 
 追加年月日    年  月  日 

 



 

-
 
3
5 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 1
4
号 様 式   略  第 1
4
号 様 式   略  

第 1
5
号 様 式 （ 第 1
6
条 、 第 2
2
条 関 係 ） 第 1
5
号 様 式 （ 第 1
6
条 、 第 2
2
条 関 係 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1
6
号 様 式   略  第 1
6
号 様 式   略  

免  許  状  返  納  書 

 

年  月  日  

岐阜県教育委員会様  

 

住 所 

 

氏          名  

 

次のとおり免許状を返納します。  

 

返 納 の 理 由 

・教育職員免許法第10条第１項第    号該当 

（教育職員免許法第５条第１項第    号該当） 

・教育職員免許法第11条第    項該当 

・教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法

律（平成19年法律第98号）附則第２条第５項該当 

失 効 年 月 日 年  月  日 

備       考  

 

返納免許状  

 

免許状の種類  番 号  

教  科  又  は  

特  別  支  援  

教  育  領  域  

授 与 又 は 

追加年月日  
授 与 権 者  

     

 

（注）「返納の理由」欄には該当する号番号又は項番号を記入し、不要なところを抹消す  

ること。  

免  許  状  返  納  書 

 

年  月  日  

岐阜県教育委員会様 

 

住 所 

 

氏          名  

 

次のとおり免許状を返納します。  

 

返 納 の 理 由 

・教育職員免許法第10条第１項第    号該当 

（教育職員免許法第５条第１項第    号該当） 

・教育職員免許法第11条第    項該当 

                            

                        

失 効 年 月 日 年  月  日 

備       考  

 

返納免許状  

 

免許状の種類  番 号  

教  科  又  は  

特  別  支  援  

教  育  領  域  

授 与 又 は 

追加年月日  
授 与 権 者  

     

 

（注）「返納の理由」欄には該当する号番号又は項番号を記入し、不要なところを抹消す  

ること。  



 

-
 
3
6 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 1
6
号 様 式 の ２ （ 第 2
2
条 関 係 ）  第 1
6
号 様 式 の ２ （ 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16号様式の 2（第 22条関係） 

備
考 

記
載
は
、
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状 

  

本

籍

地 

氏

名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
記
の
（
教
科
・

事
項
）
に
つ
い
て
（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状
を
授
与
す
る
。 

 

記 

年 
 

月 
 

日 

岐
阜
県
教
育
委
員
会 

印 
 

 

（
番
号
） 

授
与
条
件 

有
効
期
間
の
満
了
の
日 

 
 

 

年 
 

月 
 

日 

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
に
お

い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。 

第 16号様式の 2（第 22条関係） 

備
考 

記
載
は
、
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状 

  

本

籍

地 

氏

名 

（
旧 

姓
） 

（
通
称
名
） 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
記
の
（
教
科
・

事
項
）
に
つ
い
て
（
教
育
職
員
）
特
別
免
許
状
を
授
与
す
る
。 

 

記 

年 
 

月 
 

日 

岐
阜
県
教
育
委
員
会 

印 
 

 

（
番
号
） 

授
与
条
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
に
お

い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。 



 

-
 
3
7 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 1
7
号 様 式 そ の １ （ 第 2
2
条 関 係 ） 第 1
7
号 様 式 そ の １ （ 第 2
2
条 関 係 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17号様式その１（第 22条関係） 

備
考 

記
載
は
、
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
及
び
施
行
法
施
行
規
則
別
記
第
二

号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状 

  

本

籍

地 

氏

名 

（
旧 

姓
） 

（
通
称
名
） 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

右
の
者
に
（
教
育
職
員
免
許
法
第 

 

条
）（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
二
条
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記
の
教
科
）
に
つ
い
て
（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状

を
授
与
す
る
。 

 

（
記
） 

年 
 

月 
 

日 

岐
阜
県
教
育
委
員
会 

印 
 

 

（
番
号
） 

授
与
条
件 

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
し
た
日

か
ら
三
年
間
岐
阜
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。 

第 17号様式その１（第 22条関係） 

備
考 

記
載
は
、
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
及
び
施
行
法
施
行
規
則
別
記
第
二

号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状 

  

本

籍

地 

氏

名 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

右
の
者
に
（
教
育
職
員
免
許
法
第 

 

条
）（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
二
条
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記
の
教
科
）
に
つ
い
て
（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状

を
授
与
す
る
。 

 

（
記
） 

年 
 

月 
 

日 

岐
阜
県
教
育
委
員
会 

印 
 

 

（
番
号
） 

授
与
条
件 

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
し
た
日

か
ら
三
年
間
岐
阜
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。 



 

-
 
3
8 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 1
7
号 様 式 そ の ２ （ 第 2
2
条 関 係 ） 第 1
7
号 様 式 そ の ２ （ 第 2
2
条 関 係 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17号様式その２（第 22条関係） 

備
考 

記
載
は
、
施
行
法
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状 

  

本

籍

地 

氏

名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

右
の
者
は
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記

の
教
科
に
つ
い
て
）
（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
記
） 

年 
 

月 
 

日 

岐
阜
県
教
育
委
員
会 

印 
 

 

（
番
号
） 

授
与
条
件 

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
し
た
日

か
ら
三
年
間
岐
阜
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。 

第 17号様式その２（第 22条関係） 

備
考 

記
載
は
、
施
行
法
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状 

  

本

籍

地 

氏

名 

（
旧 

姓
） 

（
通
称
名
） 

年 
 

月 
 

日
生 

 

 

右
の
者
は
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記

の
教
科
に
つ
い
て
）
（
教
育
職
員
）
臨
時
免
許
状
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
記
） 

年 
 

月 
 

日 

岐
阜
県
教
育
委
員
会 

印 
 

 

（
番
号
） 

授
与
条
件 

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
し
た
日

か
ら
三
年
間
岐
阜
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。 



 

-
 
3
9 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 1
8
号 様 式 （ 第 1
0
条 の 2 、 第 2
2
条 関 係 ）  第 1
8
号 様 式 （ 第 1
0
条 の 2 、 第 2
2
条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1
9
号 様 式   略  第 1
9
号 様 式   略  

特 別 免 許 状 推 薦 書        （親展文書）  

年  月  日 

岐阜県教育委員会      様 

 

任命権者又は雇用者  

下記の者について、教育職員免許法第５条第４項の規定により推薦します。  

 

記 

学 校 名   

氏   名   年 齢  歳  

最 終 学 歴  

推薦の理由  

担当する教科に関する

専門的な知識経験又は

技能について  

 

社会的信望があり、か

つ、教員の職務を行う

のに必要な熱意と識見

について  

 

学校教育の効果的な実

施に認められる必要性

について  

 

採 用 予 定 年 月 日  
 

 

特 別 免 許 状 推 薦 書        （親展文書）  

年  月  日 

岐阜県教育委員会      様 

 

任命権者又は雇用者  

下記の者について、教育職員免許法第５条第３項の規定により推薦します。  

 

記 

学 校 名   

氏   名   年 齢  歳  

最 終 学 歴  

推薦の理由  

担当する教科に関する

専門的な知識経験又は

技能について  

 

社会的信望があり、か

つ、教員の職務を行う

のに必要な熱意と識見

について  

 

学校教育の効果的な実

施に認められる必要性

について  

 

採 用 予 定 年 月 日  
 

 



 

-
 
4
0 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 2
0
号 様 式 （ 第 2
1
条 、 第 2
2
条 関 係 ） 第 2
0
号 様 式 （ 第 2
1
条 、 第 2
2
条 関 係 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免 許 状 授 与 証 明 申 請 書  

年  月  日  

 

岐阜県教育委員会 様  

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名）  

住        所  

（ ふ り が な ） 

氏        名  

（旧 姓）  

（通 称 名）  

生 年 月 日      年  月  日  

連 絡 先 

次の免許状を受けたことの証明を申請します。  

本籍地  
（都道府県名）  ふりがな   

氏 名   

 

 免許状の種類  
教科又は特別  

支援教育領域  
免許状の番号  授与年月日  

証 明 書 

必要枚数  

１    第   号  年 月 日   

２    第   号  年 月 日   

３    第   号  年 月 日   

４    第   号  年 月 日   

５    第   号  年 月 日   

    計        通  

 

免 許 状 授 与 証 明 申 請 書  

年  月  日  

 

岐阜県教育委員会 様  

岐阜県収入証紙  

本籍地（都道府県名）  

住        所  

（ ふ り が な ） 

氏        名  

           

           

生 年 月 日      年  月  日  

連 絡 先 

次の免許状を受けたことの証明を申請します。  

本籍地  
（都道府県名）  ふりがな   

氏 名   

 

 免許状の種類  
教科又は特別  

支援教育領域  
免許状の番号  授与年月日  

証 明 書 

必要枚数  

１    第   号  年 月 日   

２    第   号  年 月 日   

３    第   号  年 月 日   

４    第   号  年 月 日   

５    第   号  年 月 日   

    計        通  

 



 

-
 
4
1 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
第 2
1
号 様 式 （ 第 2
1
条 、 第 2
2
条 関 係 ） 第 2
1
号 様 式 （ 第 2
1
条 、 第 2
2
条 関 係 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21号様式（第 21条、第 22条関係） 

第   号 

教育職員免許状授与証明 書 

本 籍 地 

氏   名 

      

      

生年月日     年  月  日 

上記の者に下記の免許状を授与したことを証明します。 

記 

免 許 状 種 類    

教科、事項又は領域    

免 許 状 番 号    

授 与 年 月 日    

授 与 権 者    

追加した領域及び  

追 加 年 月 日  

領   域   名 追加年月日 

  

  

  

  

根 拠 規 定    

有効期間の満了の日    

備 考   

年  月  日 

岐阜県教育委員会 

備考 二十年改正施行規則附則第９条第１項に規定する行為を受けた者については、

「有効期間の満了の日」を「修了確認期限」とする。 

第 21号様式（第 21条、第 22条関係） 

第   号 

教育職員免許状授与証明 書 

本 籍 地 

氏   名 

（旧姓）  

（通称名） 

生年月日     年  月  日 

上記の者に下記の免許状を授与したことを証明します。 

記 

免 許 状 種 類    

教科、事項又は領域    

免 許 状 番 号    

授 与 年 月 日    

授 与 権 者    

追加した領域及び  

追 加 年 月 日  

領   域   名 追加年月日 

  

  

  

  

根 拠 規 定    

(旧)有効期間の満了の日   

備 考   

年  月  日 

岐阜県教育委員会 

                                      

                         



 

-
 
4
2 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 2
2
号 様 式 （ 第 2
1
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (新免許状所持者用) 

有効期間更新証明書等発行証明申請書 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

申 請 者 住 所 

申 請 者 氏 名 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

次の証明書の発行証明書を申請します。 

 

氏 名  

本 籍 地 
都  道 

府  県 
生 年 月 日 年  月  日 

証 明 書 の 種 類 

 有効期間更新証明書 

 有効期間延長証明書 

 更新講習修了確認証明書 

 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する

法律（平成19年法律第98号）附則第２条第３項第３号の

確認証明書 

 修了確認期限延期証明書 

 免許状更新講習免除証明書 

証 明 書 の 番 号 第     号 発行年月日 年  月  日 

有効期間の満了の日 

又は修了確認期限 
年  月  日 

 
（注）証明書の種類欄は、発行証明書を希望する証明書の左欄に○を記入すること。 



 

-
 
4
3 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 2
3
号 様 式 （ 第 2
1
条 の ２ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (新免許状所持者用) 

第   号 

有効期間更新証明書等発行証明書 

本 籍 地 

氏 名 

生年月日     年  月  日 

上記の者に下記の証明書を発行したことを証明します。 

記 

証 明 書 の 種 類  

証 明 書 の 番 号  

発 行 年 月 日  

有効期間の満了の日  

免 許 状 の 種 類  

授 与 年 月 日  

授 与 権 者  

免 許 状 の 番 号  

免 許 状 の 氏 名  

免 許 状 の 本 籍 地  

 

年  月  日 

岐阜県教育委員会 

 

備考 旧免許状所持者については、「有効期間の満了の日」を「修了確認期限」とする 



 

-
 
4
4 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
（ 削 除 ）  第 2
4
号 様 式 （ 第 2
1
条 の ３ 、 第 2
2
条 関 係 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (新免許状所持者用) 

有効期間更新証明書等書換申請書 

年  月  日 

 岐阜県教育委員会 様 

岐阜県収入証紙  

 

 

 

 

本籍地（都道府県名） 

住 所 

勤 務 （ 予 定 ） 校 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 

 

次のとおり変更したので、証明書の書換を申請します。 

 

（ ふ り が な ）  

氏 名  

新   

旧   

本 籍 地  

（ 都 道 府 県 名 ）  

新   

旧   

書 換 事 由   

 

証 明 書 の 種 類 

 有効期間更新証明書 

 有効期間延長証明書 

 更新講習修了確認証明書 

 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する

法律（平成19年法律第98号）附則第２条第３項第３号の

確認証明書 

 修了確認期限延期証明書 

 免許状更新講習免除証明書 

証 明 書 の 番 号 第     号 発行年月日 年  月  日 

有効期間の満了の日 

又は修了確認期限 
年  月  日 

（注）証明書の種類欄は、書換を希望する証明書の左欄に○を記入すること。 



 

-
 
4
5 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
付 表 第 １ か ら 付 表 第 ３ ま で   略  付 表 第 １ か ら 付 表 第 ３ ま で   略  

付 表 第 ４  付 表 第 ４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （養護教諭２種免許状の授与を受ける場合） 

基礎資格 必要と 

する在 

職年数 

最低修

得単位

数 

最低修得単位数に含まなければならない科目の単位数 

有することを必

要とする免許状 

その他の基礎資格 養護に関する科目 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関す 

る科目 

大学 

が独 

自に 

設定 

する 

科目 

衛生学及

び公衆衛

生学（予

防医学を

含む。） 

栄養学

（食品

学を含

む。） 

学校保健

又は養護

概説 

選択 教育の基 

礎的理解 

に関する 

科目 

道徳、総合的な学習の時間等

の内容及び生徒指導、教育相

談等に関する科目 

選択 

生徒指導

の理論及

び方法 

教育相談（カウ 

ンセリングに関

する基礎的な知

識を含む。）の 

理論及び方法 

養護助教諭臨時

免許状（法別表

第６備考第３号

に掲げる者を含

む。） 

 ６ 30 ２ ２ ２ ８ ２ ２ ４ ２ 

７ 25 ２ ２ ２ ６ ２ ２ ３ ２ 

８ 20 ２ ２ ２ ４ ２ ２ ２ １ 

９ 15 ２ ２ ２ ２ ２ １ ２ １ 

10 10 ２ ２ ２  ２ １ １  

看護師法第７条第３項

の規定により看護師の

免許を受けている者 

 10 ２ １ １  １ １ １  

 

（養護教諭２種免許状の授与を受ける場合） 

基礎資格 必要と 

する在 

職年数 

最低修

得単位

数 

最低修得単位数に含まなければならない科目の単位数 

有することを必

要とする免許状 

その他の基礎資格 養護に関する科目 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関す 

る科目 

大学 

が独 

自に 

設定 

する 

科目 

衛生学及

び公衆衛

生学（予

防医学を

含む。） 

栄養学

（食品

学を含

む。） 

学校保健

又は養護

概説 

選択 教育の基 

礎的理解 

に関する 

科目 

道徳、総合的な学習の時間等

の内容及び生徒指導、教育相

談等に関する科目 

選択 

生徒指導

の理論及

び方法 

教育相談（カウ 

ンセリングに関

する基礎的な知

識を含む。）の 

理論及び方法 

養護助教諭臨時

免許状（法別表

第６備考第３号

に掲げる者を含

む。） 

 ６ 30 ２ ２ ２ ８ ２ ２ ４ ２ 

７ 25 ２ ２ ２ ６ ２ ２ ３ ２ 

８ 20 ２ ２ ２ ４ ２ ２ ２ １ 

９ 15 ２ ２ ２ ２ ２ １ ２ １ 

10 10 ２ ２ ２  ２ １ １  

看護師法第７条第３項

の規定により看護師の

免許を受けている者 

 10 ２ １ １  １ １ １  

 

法別表第６ 

施行規則第17条 

（養護教諭１種免許状の授与を受ける場合） 

基礎資格 必要と 

する在 

職年数 

最低修得 

単位数 

最低修得単位数に含まなければならない科目の単位数 

有するこ 

とを必要 

とする免 

許状 

その他の基礎資格 養護に関する科目 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解

に関する科目 

大学 

が独 

自に 

設定 

する 

科目 

衛生学及び 

公衆衛生学 

（予防医学 

を含む。） 

栄養学（食 

品学を含

む。） 

学校保健又

は養護概説 

選択 教育の 

基礎的 

理解に 

関する 

科目 

道徳、総合的な学習の時

間等の内容及び生徒指

導、教育相談等に関する

科目 

選択 

生徒指導

の理論及

び方法 

教 育 相 談

（カウンセ

リングに関

する基礎的

な知識を含

む。）の理論

及び方法 

養護教諭 

２種免許 

状 

 ３ 20 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

４ 15 ２ ２ ２ １ ２ １ ２ １ 

５ 10 ２ ２ ２  ２ １ １  

保健師助産師看護師法（昭和

23 三年法律第 203 号。以下

「看護師法」という。）第７条

第１項の規定により保健師

の免許を受け２種免許状を

受けている者 

１ 10 ２ １ １  １ １ １  

施行規則第 17 条第１項の表

備考の適用を受ける者 

１ 10 ２ １ １  １ １ １ ２ 

 

法別表第６ 

施行規則第17条 

（養護教諭１種免許状の授与を受ける場合） 

基礎資格 必要と 

する在 

職年数 

最低修得 

単位数 

最低修得単位数に含まなければならない科目の単位数 

有するこ 

とを必要 

とする免 

許状 

その他の基礎資格 養護に関する科目 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解

に関する科目 

大学 

が独 

自に 

設定 

する 

科目 

衛生学及び 

公衆衛生学 

（予防医学 

を含む。） 

栄養学（食 

品学を含

む。） 

学校保健又

は養護概説 

選択 教育の 

基礎的 

理解に 

関する 

科目 

道徳、総合的な学習の時

間等の内容及び生徒指

導、教育相談等に関する

科目 

選択 

生徒指導

の理論及

び方法 

教 育 相 談

（カウンセ

リングに関

する基礎的

な知識を含

む。）の理論

及び方法 

養護教諭 

２種免許 

状 

 ３ 20 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

４ 15 ２ ２ ２ １ ２ １ ２ １ 

５ 10 ２ ２ ２  ２ １ １  

保健師助産師看護師法（昭和

23 年 法律第 203 号。以下

「看護師法」という。）第７条

第１項の規定により保健師

の免許を受け２種免許状を

受けている者 

１ 10 ２ １ １  １ １ １  

施行規則第 17 条第１項の表

備考の適用を受ける者 

１ 10 ２ １ １  １ １ １ ２ 

 



 

-
 
4
6 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
付 表 第 ５ か ら 付 表 第 ７ ま で   略  付 表 第 ５ か ら 付 表 第 ７ ま で   略  

付 則 付 表 第 １   略  付 則 付 表 第 １   略  

付 則 付 表 第 ２ （ 法 附 則 第 ９ 項 、 施 行 規 則 附 則 第 ５ 項 ）  付 則 付 表 第 ２ （ 法 附 則 第 ９ 項 、 施 行 規 則 附 則 第 ５ 項 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 付 表 第 ３   略  付 則 付 表 第 ３   略  

付 則 付 表 第 ４ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 ８ 項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
4
項 ）  付 則 付 表 第 ４ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 ８ 項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
0
項 ）  

（ 付 表 本 体  略 ） （ 付 表 本 体  略 ） 

付 則 付 表 第 ５ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
1
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
5
項 ）  付 則 付 表 第 ５ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
1
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
1
項 ）  

（ 付 表 本 体  略 ） （ 付 表 本 体  略 ） 

付 則 付 表 第 ６ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
2
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
5
項 ）  付 則 付 表 第 ６ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
2
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
1
項 ）  

（ 付 表 本 体  略 ） （ 付 表 本 体  略 ） 

付 則 付 表 第 ７ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
3
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
5
項 ）  付 則 付 表 第 ７ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
3
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
1
項 ）  

（ 付 表 本 体  略 ） （ 付 表 本 体  略 ） 

付 則 付 表 第 ８   略  付 則 付 表 第 ８   略  

（高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の１種免許状の授与を受 

ける場合） 

基礎資格 必要とする

在職年数 

最低修得単位数 

教科に関する専門的事項

に関する科目 

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目

等 

各教科の

指導法に

関する科

目 

教育の基

礎的理解

に関する

科目 

道徳、総合的な学習の時間等の内容及び

生徒指導、教育相談等に関する科目 

選択 

 

生徒指導の

理論及び方

法 

教 育 相 談

（カウンセ

リングに関

する基礎的

な知識を含

む。）の理 

論及び方法 

進路指導及

びキャリア

教育の理論

及び方法 

イ 大学において標題に掲げる実習に係る

実業に関する学科を専攻し、短期大学士の

学位を有すること又は文部科学大臣がこれ

と同等以上と認める資格を有すること。 

３ 家庭実習、情報

実習又は福祉

実習の教科に

あっては、施行

規則第５条第

１項表備考第

１号に掲げる

各科目のうち

５科目各１ 

上記以外の教

科にあっては、

施行規則第５

条第１項表備

考第１号に掲

げる各科目１

以上を含むこ

と。 

５ １ ２ １ １ 

ロ 高等専門学校において標題に掲げる実

習に係る実業に関する学科を専攻し、学校

教育法（昭和22年法律第26号）第 70条の８

に定める準学士の称号を有すること。 

３ 

ハ 高等学校において標題に掲げる実習に

係る実業に関する学科を修めて卒業するこ

と又は文部科学大臣がこれと同等以上と認

める資格を有すること 

６ 

ニ ９年以上標題に掲げる実習に関する実

地の経験を有すること。 

３ 

備考 教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位については、付表第３備考の規定

を準用する。 

（高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の１種免許状の授与を受 

ける場合） 

基礎資格 必要とする

在職年数 

最低修得単位数 

教科に関する専門的事項

に関する科目 

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目

等 

各教科の

指導法に

関する科

目 

教育の基

礎的理解

に関する

科目 

道徳、総合的な学習の時間等の内容及び

生徒指導、教育相談等に関する科目 

選択 

 

生徒指導の

理論及び方

法 

教 育 相 談

（カウンセ

リングに関

する基礎的

な知識を含

む。）の理 

論及び方法 

進路指導及

びキャリア

教育の理論

及び方法 

イ 大学において標題に掲げる実習に係る

実業に関する学科を専攻し、短期大学士の

学位を有すること又は文部科学大臣がこれ

と同等以上と認める資格を有すること。 

３ 家庭実習、情報

実習又は福祉

実習の教科に

あっては、施行

規則第５条第

１項表備考第

１号に掲げる

各科目のうち

５科目各１ 

上記以外の教

科にあっては、

施行規則第５

条第１項表備

考第１号に掲

げる各科目１

以上を含むこ

と。 

５ １ ２ １ １ 

ロ 高等専門学校において標題に掲げる実

習に係る実業に関する学科を専攻し、学校

教育法（昭和22年法律第28号）第 121条  

に定める準学士の称号を有すること。 

３ 

ハ 高等学校において標題に掲げる実習に

係る実業に関する学科を修めて卒業するこ

と又は文部科学大臣がこれと同等以上と認

める資格を有すること 

６ 

ニ ９年以上標題に掲げる実習に関する実

地の経験を有すること。 

３ 

備考 教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位については、付表第３備考の規定

を準用する。 



 

-
 
4
7 

- 

（ 新 ）  （ 旧 ）  
付 則 付 表 第 ９ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
6
項 ）  付 則 付 表 第 ９ （ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
6
項 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 付 表 第 1
0
（ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
7
項 ）  付 則 付 表 第 1
0
（ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
7
項 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 付 表 第 1
1
（ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
8
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
6
項 ）  付 則 付 表 第 1
1
（ 2
9
年 改 正 法 附 則 第 1
8
項 、 施 行 規 則 附 則 第 1
2
項 ）  

（ 付 表 本 体  略 ） （ 付 表 本 体  略 ） 

付 則 付 表 第 1
2   略  付 則 付 表 第 1
2   略  

付 則 付 表 第 1
3
（ 施 行 規 則 附 則 第 3
5
項 及 び 第 3
6
項 ）  付 則 付 表 第 1
3
（ 施 行 規 則 附 則 第 3
1
項 及 び 第 3
2
項 ）  

（ 付 表 本 体  略 ） （ 付 表 本 体  略 ）  

（高等学校教諭専修免許状の授与を受ける場合） 

１以上の教科について有することを必要

とする免許状 

最低修得単位数 

教科に関する専門的事項に関

する科目 

各教科の指導法に関する科目又は教諭

の教育の基礎的理解に関する科目等 

大学が独自に設定する科目 

高等学校教諭の専修免許状 施行規則第５条第１項の表備

考第１号に掲げる各科目５ 

受けようとする免許教科の指導法１ 24 

（高等学校教諭１種免許状の授与を受ける場合） 

１以上の教科について有することを必要

とする免許状 

最低修得単位数 

教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関す

る科目等 

高等学校教諭の専修又は１種免許状 施行規則第５条第１項の表備考第１号に掲げる各

科目５ 

受けようとする免許教科の指導法１ 

備考 

１ 教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位については、付表第１イ備考第３ 

号の規定を準用する。 

２ 大学が独自に設定する科目の単位については、付表第１イ備考第５号の規定を準用する。 

（高等学校教諭専修免許状の授与を受ける場合） 

１以上の教科について有することを必要

とする免許状 

最低修得単位数 

教科に関する専門的事項に関

する科目 

各教科の指導法に関する科目又は教諭

の教育の基礎的理解に関する科目等 

大学が独自に設定する科目 

高等学校教諭の専修免許状 施行規則 ５条第１項の表備

考第１号に掲げる各科目５ 

受けようとする免許教科の指導法１ 24 

（高等学校教諭１種免許状の授与を受ける場合） 

１以上の教科について有することを必要

とする免許状 

最低修得単位数 

教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関す

る科目等 

高等学校教諭の専修又は１種免許状 施行規則 ５条第１項の表備考第１号に掲げる各

科目５ 

受けようとする免許教科の指導法１ 

備考 

１ 教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位については、付表第１イ備考第３ 

号の規定を準用する。 

２ 大学が独自に設定する科目の単位については、付表第１イ備考第５号の規定を準用する。 

（特別支援学校教諭１種免許状（視覚障害者に関する教育領域）の授与を受ける場合） 

有することを必要とする免許状 必要とする在職年数 最低修得単位数 特別支援教育に関する科目 

施行規則第７条第１項の

表第２欄に掲げる科目 

施行規則第７条第１項の

表第３欄に掲げる科目 

旧法第５条第１項別表第１又は第６条第２項別表第

７による盲学校２種免許状 

３ ４ ２ ２ 

（特別支援学校教諭１種免許状（聴覚障害者に関する教育領域）の授与を受ける場合） 

有することを必要とする免許状 必要とする在職年数 最低修得単位数 特別支援教育に関する科目 

施行規則第７条第１項の

表第２欄に掲げる科目 

施行規則第７条第１項の

表第３欄に掲げる科目 

旧法第５条第１項別表第１又は第６条第２項別表第

７による聾学校２種免許状 

３ ４ ２ ２ 

（特別支援学校教諭１種免許状（知的障害者に関する教育領域、肢体不自由者に関する教育領域、病弱者（身体虚弱者を含む。）に関する教育領域）の授与を受 

ける場合） 

有することを必要とする免許状 必要とする在職年数 最低修得単位数 特別支援教育に関する科目 

施行規則第７条第１項の

表第２欄に掲げる科目 

施行規則第７条第１項の

表第２欄に掲げる科目 

旧法第５条第１項別表第１又は第６条第２項別表第

７による養護学校２種免許状 

３ ４ ２ ２ 

備考 特別支援教育に関する科目の単位については、付表第６備考の規定を準用する。 

（特別支援学校教諭１種免許状（視覚障害者に関する教育領域）の授与を受ける場合） 

有することを必要とする免許状 必要とする在職年数 最低修得単位数 特別支援教育に関する科目 

施行規則第７条第１項の

表第２欄に掲げる科目 

施行規則第７条第１項の

表第３欄に掲げる科目 

旧法第５条第１項別表第１又は第６条第２項別表第

７による盲学校２種免許状 

３ ４ ２ ２ 

（特別支援学校教諭１種免許状（聴覚障害者に関する教育領域）の授与を受ける場合） 

有することを必要とする免許状 必要とする在職年数 最低修得単位数 特別支援教育に関する科目 

施行規則第７条第１項の

表第２欄に掲げる科目 

施行規則第７条第１項の

表第３欄に掲げる科目 

旧法第５条第１項別表第１又は第６条第２項別表第

７による聾学校２種免許状 

３ ４ ２ ２ 

（特別支援学校教諭１種免許状（知的障害者に関する教育領域、肢体不自由者に関する教育領域、病弱者（身体虚弱者を含む。）に関する教育領域）の授与を受 

ける場合） 

有することを必要とする免許状 必要とする在職年数 最低修得単位数 特別支援教育に関する科目 

施行規則第７条第１項の

表第２欄に掲げる科目 

施行規則第７条第１項の

表第３欄に掲げる科目 

旧法第５条第１項別表第１又は第６条第２項別表第

７による養護学校２種免許状 

３ ４ ２ ２ 

備考 特別支援教育に関する科目の単位については、付表第６備考の規定を準用する。 


